
和光市選挙管理委員会会議録
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開 催 場 所 市役所６階 ６０２会議室
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〈和光市農業委員会委員一般選挙関連議案〉

選挙期日等の決定について

立候補予定者説明会の日時及び場所の決定について

選挙長の選任について

選挙長の職務代理者の選任について

投票所の指定について

期日前投票所の指定について

選挙会の日時及び場所の決定について

開票の事務を選挙会の事務に併せて行うことの決定について

投票用紙の様式を定めることについて

立候補届出の受付場所及び受付順序の決定方法について

告示日以前における不在者投票用紙等の郵送開始期日の決定

について

選挙立会人のくじの日時及び場所の決定について

投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について

投票所の投票立会人の選任について

期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について

期日前投票所の投票立会人の選任について

〈通常議案〉

選挙人名簿から抹消することについて

選挙人名簿の定時登録について

在外選挙人名簿から抹消することについて
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委 員 庄 子 ミ エ
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委 員 富 澤 康 治

事務局長 安 井 和 男

主 任 長 島 拓 央
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ただいまから選挙管理委員会を開催します。

本日の議案は１９件でございます。議案第１２号選挙期日等

の決定についてを議題といたします。事務局から議案の説明を

お願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１２号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１３号立候補予定者説明会の日時及び場所の決定

についてを議題といたします。事務局から議案の説明をお願い

します。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

立候補者数が定員数を超えないことの多い農業委員会の選挙

ですが、逆に定数に満たなかった場合はどうなりますか。

その場合は再選挙になります。再選挙という言葉ですが、選挙

を全部やり直すのではなく、立候補した人は当選で、足らない

人数分だけ再び立候補の受付などをやり直すことになります。

ただし定員の５分の２以上が欠員の時に再選挙とされ、和光の

定数は８人なので、４人以上欠員の場合に再選挙になります。

定員数が少ないようですが、定員は何で決まっていますか。

選挙による委員が８名で、委員全体ではもう少し多いです。定

数は条例で各市区町村で定めています。

ほか、何かございますか。

異議なし。

それでは、議案第１３号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１４号選挙長の選任についてを議題といたします。

事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

富澤委員に選挙長をやってもらう件ですね。いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１４号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１５号選挙長の職務代理者の選任についてを議題

といたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１５号は原案のとおり可決いたしました。
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次に議案第１６号投票所の指定についてを議題といたします。

事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１６号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１７号期日前投票所の指定についてを議題といた

します。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１７号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１８号選挙会の日時及び場所の決定についてを議

題といたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１８号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１９号開票の事務を選挙会の事務に併せて行うこ

との決定についてを議題といたします。事務局から議案の説明

をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１９号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２０号投票用紙の様式を定めることについてを議

題といたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

様式の印は刷り込み式ではないのですか。

有権者が５００人程度なので、選挙の際は投票用紙は手作りし

て、印も朱肉を使って一つずつ手押しする予定です。

ほか、何かございますか。

異議なし。

それでは、議案第２０号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２１号立候補届出の受付場所及び受付順序の決定

方法についてを議題といたします。事務局から議案の説明をお

願いします。

（議案朗読及び説明）
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いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第２１号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２２号告示日以前における不在者投票用紙等の郵

送開始期日の決定についてを議題といたします。事務局から議

案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第２２号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２３号選挙立会人のくじの日時及び場所の決定に

ついてを議題といたします。事務局から議案の説明をお願いし

ます。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第２３号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２４号投票所の投票管理者及びその職務代理者の

選任についてを議題といたします。事務局から議案の説明をお

願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第２４号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２５号投票所の立会人の選任についてを議題とい

たします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

立会人の２人は、２人とも明るい選挙推進委員の方ですか。

そのとおりです。農業委員選挙の選挙権を持っている方が３人

いらっしゃるので、そちらにお願いしました。

ほか、何かございますか。

異議なし。

それでは、議案第２５号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２６号期日前投票所の投票管理者及びその職務代

理者の選任についてを議題といたします。事務局から議案の説

明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。
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異議なし。

それでは、議案第２６号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２７号期日前投票所の投票立会人の選任について

を議題といたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第２７号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２８号選挙人名簿から抹消することについてを議

題といたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第２８号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２９号選挙人名簿の定時登録についてを議題とい

たします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第２９号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第３０号在外選挙人名簿から抹消することについて

を議題といたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

第１２投票区は高齢で亡くなられた方が多いようですが、これ

はどちらの地域ですか。

第１２投票区は本町です。ＣＩハイツがある地域です。

ほか、何かございますか。

異議なし。

それでは、議案第３０号は原案のとおり可決いたしました。

議事はすべて終了しました。

本日の次第で、その他の事項はありますか。

来月の委員会ですが、選挙立会人の決定をする関係で、７月４

日金曜日でお願いしたいのですが、皆様いかがでしょうか。

皆さんいかがですか。

（大丈夫です、の声あり）

では、来月の委員会は７月４日でお願いします。

連絡事項は以上ですか。それでは、本日の委員会を終了します。



委員会の次第は上記のとおりである。

平成２６年７月４日

委員長 ○印

委 員 ○印

委 員 ○印


